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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 それでは、ただいまから建設文教常任委員会を開会いたします。 

 去る１３日の本会議において、建設文教常任委員会に付託となりました議案について、審査を

行います。 

 当委員会に付託された所管は、建設部、水道事業及び教育委員会です。 

 この後、審査を行うのですが、質疑者あるいは答弁者は、必ず挙手をしていただき、指名の後、

名前を名乗ってから質疑あるいは答弁を行っていただくようお願いいたします。 

 各委員の質疑におかれましては、簡明で議題の範囲を超えない発言となるように心がけてくだ

さい。 

 なお、発言が明白な錯誤、趣旨不明瞭、不適切と判断した場合は、委員長において議事整理を

行う場合もありますので、御承知おきください。 

 また、御自身やほかの委員の質疑が終了した後、関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、内

容が逸脱しないよう心がけてください。 

 それでははじめに、議案第３７号、市道路線の認定について説明を求めます。 

 村瀬土木課長。 

土木課長（村瀬 巧君） 

 土木課、村瀬です。 

 議案第３７号について、説明をします。 

 タブレット端末のｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を２画面に表示していただき、市長提出議案等の３

ページと、説明資料の２ページを御覧ください。 

 議案第３７号、市道路線の認定について。 

 市道路線の認定をすることについて、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 令和６年６月４日提出、清須市長、永田純夫。 

 提案理由、この案を提出するのは区画整理事業に伴い道路を新設するに当たり、市道路線の認

定を行うため必要があるからです。 

 市長提出議案等の４ページを御覧ください。 

 路線番号３４６４、路線名、清洲駅前広場線、起点、清須市一場番町１７３番１地先から、終

点、清須市一場番町１７５番６地先までの延長５３．８ｍです。 
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 ５ページは、認定路線位置概要図です。６ページが詳細図です。 

 詳細については、説明資料２ページで説明をします。 

 清洲駅前土地区画整理事業に伴い、整備を計画している駅前広場は、都市計画道路清洲駅前線

の交差点をラウンドアバウトで整備を行っていきます。完成図面のように赤色と黄色で着色され

た箇所が県の管理する都市計画道路清洲駅前線で、赤色部分が尾張建設事務所管理で、黄色部分

が一宮建設事務所管理となります。 

 駅前広場は、水色と緑色で着色された箇所で、清須市が水色部分を、稲沢市が緑色部分を管理

します。このように、敷地が清須市と稲沢市にまたがることから、愛知県及び両市が同調して整

備を行っていく必要があることから、稲沢市と同時期に道路認定を行うものです。 

 議案第３７号の説明は以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑のあるものは、質疑のある方は挙手を求めます。 

 よろしいですか。 

 小﨑副委員長。 

建設文教常任委員会副委員長（小﨑 進一君） 

 小﨑です。 

 ここ５３．８ｍが清須市の管理ということで、道路の幅というのは、何ｍになるんでしょうか。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 村瀬課長。 

土木課長（村瀬 巧君） 

 道路の幅は、この水色のところが全体の部分になりますので、幅員というよりかはここ全体が

区域になります。 

 以上です。 

建設文教常任委員会副委員長（小﨑 進一君） 

 道路という形。はい、分かりました。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 小﨑副委員長。 

建設文教常任委員会副委員長（小﨑 進一君） 
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 あと、これ将来にわたっても管理というのは、もう４者でそれぞれ管理していくという形でよ

ろしいんでしょうか。 

土木課長（村瀬 巧君） 

 はい、委員のおっしゃるとおりで結構です。 

建設文教常任委員会副委員長（小﨑 進一君） 

 はい、ありがとうございます。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 ほかにある方は。 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 すみません。ちょっと基本的なラウンドアバウトの件についてお聞きしたいと思います。 

 以前、定例会ですとか、委員会でも御説明いただいたんですけども、改めてこのラウンドアバ

ウトの交差点というのは割と日本ではまだまだ珍しいものではないかと思うんですが、こうした

交差点の形状にされた経緯ですね、を少しお聞かせください。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 村瀬課長。 

土木課長（村瀬 巧君） 

 土木課、村瀬です。 

 こちらの当初は信号制御による三差路の交差点の計画をしておりしましたが、将来交通量推計

により、信号機の設置が不可と公安委員会から回答いただいたため、設計の見直しを行い、これ

によって、今のラウンドアバウトの交差点の形状を検討した結果、そういった今の現状と形とな

りました。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。ありがとうございます。 
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 それでは、この交差点、日本も、愛知県でも何か所か、どのような効果というか、メリットが

あって、また、課題としては何か将来的にこの交差点あるとしたらどういうようなことかお聞か

せください。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 村瀬課長。 

土木課長（村瀬 巧君） 

 こちらまず、愛知県内には令和６年３月末現在、１４か所を設置しております。メリットとい

たしましては交差点における待ち時間の減少、速度の出にくい構造となっているため、交通事故

の減少が期待をされます。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 ここ速度が落ちるということで、死亡事故とか、大きな事故が減るというような大きなメリッ

トだと思うんですけども、ここの辺りで、例えば逆に渋滞の心配とか、そういうことは調査され

て、それはないと、ほぼないということでしょうか。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 村瀬課長。 

土木課長（村瀬 巧君） 

 村瀬です。 

 こちら、先ほどもお話のように交通量の推計でそんなに交通量がないということで、渋滞もす

ることなく事故が減少するということで、問題はないという理解をしております。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。ありがとうございます。 

 いずれにしても市民の皆さんも慣れない、今後道路かと思いますので、どういうふうにこの走
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行方法ですとか、例えば、方向指示器の出し方もいろいろあると思いますので、その辺の啓発で

すとか努めていただいて、将来的に安全にこちらが使っていただけるように要望させていただき

ます。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 ほかに質問ある方。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今の環状交差点のところからいきます。 

 今、林議員が言われたように一つはデメリットとして、渋滞のことが心配されるということで、

これなかなか全国的にまだ二の足を踏まれておるということで、今課長さんが言われた将来交通

量を考えたら信号機は不可能だという警察のほうからのお答えがあったということでありますが、

信号機についてはですね、何ていうかな、自転車置場が向こうに行くわけですので、いろいろ決

まりがあるかと思いますが、どの辺で不可能だというようなことになったんでしょうか。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 鈴木都市計画課長。 

都市計画課長（鈴木 雅貴君） 

 ラウンドアバウトにした経緯でございますが、まず先ほど土木課長のほうから御説明したとお

り、交通量が少ないというところでですね、信号の設置ってなかなかちょっとハードルが高いと

ころがございますので、昨年度までの公安委員会との協議の中でですね、その話は最後まで出て

きてまして、当初からも当初都市計画決定時は信号設置を想定しとったんですけども、ちょっと

現状の交通量調査ですとか、協議の中で警察さんのほうからは信号を設置できないという話があ

ったもんですから、そこはそれ以外の方法でということで、この代案を考えたという経緯でござ

います。 

 なかなかおっしゃるとおり、安全上、大丈夫かというとこあるんですけども、比較的名古屋市

市役所の西側にもありまして、ラウンドアバウトが、そこの話なんかも聞きますとですね、なか

なか戸惑う、最初は皆さん、デメリットとして戸惑うというところがございます。ただ、戸惑う

ことによって皆さんきょろきょろと周りを見てですね、慎重に入っていかれますので、むしろ慣

れてきた頃のほうが、事故が起きやすいということもあるという話も伺ったことがございますの
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で、その辺り委員のおっしゃるとおり啓発、現場の看板ですね、環状から出るときは例えばウイ

ンカーを出してくださいとか、環状に入る手前に「ゆずれ」というような表示を、「止まれ」で

なくて「ゆずれ」なんですけど、そういったものを書くということで安全対策はしていくという

ことで決まりました。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 先ほど、課長が言われたように全国では、まだ３月時点で１６１か所で県内は１４か所ですか、

比較的郊外の交通量の少なくて、土地に余裕がある場所がそこの１４か所だと思うんですよね。

三の丸の県庁の横は別ですけれども、都市近郊で交通量が一定あるところでは、私、初めてだと

思うんですよね、これ。ほんでいろんな心配が出てくるわけなんですけれども、しっかりその辺

の懸念事項もありますので、対応、対策をですね、立ててやっていただきたいと思います。 

 それからですね、先ほど課長さんが緑と水色のところが広場だということで言われたわけです

けれども、今言いましたように、この環状交差点だと一定の土地が必要になるということであり

ます。それで駅前広場の計画では、これ２，８００平米ということが最初に言われておった計画

だったと思うんですが駅前の、これ供用になると、現状ではこれ面積的には計画と変わってない

のかどうなのかということをお聞きしたいなと思います。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 鈴木都市計画課長。 

都市計画課長（鈴木 雅貴君） 

 都市計画課、鈴木です。 

 面積におきましては、ちょっと稲沢地のほうがこれから測量等も入りますので、誤差はあるん

ですが、現状の机上のＣＡＤ求積等で行いますと、駅前広場、稲沢地、清須地合計しまして約２，

６４９平米を想定しておりますので、おおむね計画と同じような面積でございます。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 計画と供用が少し減るという認識で今伺いました。それでですね、今回のこの街路道路ですか、

事業で、道がずっと来るわけですけれども、県の事業評価のあれを見ると、着工が２０２４年で、

完成予定が２０３０年となっとったように思うわけですけれども、今回この時期になったのは、

まず、どういう認定で計画どおり来とるのかどうなのか、少し遅れたのかどうか、その辺をお聞

きしたいなと思います。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 鈴木都市計画課長。 

都市計画課長（鈴木 雅貴君） 

 都市計画課、鈴木です。 

 駅前線、県道、都市計画道路の計画でございますが、こちらにつきましては埋蔵文化財の調査

等も今後入ってて、またいろいろ時間はかかるかもしれませんが、これまでの経緯としましては

やはり環状にするというとこの県と自治体の協議、県と市との協議やあるいは公安協議のほうで

少し時間を要した経緯もありますが、ありまして、その辺りで現計画のスケジュールになったと

いうような状況でございます。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。 

 それで、さらにお聞きしますが、令和６年度の予算の中を見ても、都市計画道路清洲駅前線等

の区画整理事業に合わせて整備するため、国庫補助金を除いた整備事業、県との協定に基づき負

担するということで、今回この場所での協定というのはどういうふうになっとるのか、再度お聞

きしたいなと思います。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 鈴木都市計画課長。 

都市計画課長（鈴木 雅貴君） 

 都市計画課、鈴木です。 

 昨年度ですね、こちら５者の管理者といいますか、団体が出てきまして、このようにあります

とおり、一宮建設、尾張建設、清須市、稲沢市、そして区画整理組合ですね、こちらのほうがご
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ざいます。この辺りの５者でですね、昨年度ですね、確認書を交わしまして、今後の整備方針に

ついて書面を交わしております。こちらに基づいて今後整備を進めていくという形になります。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、確認書を交わして、昨年、その中で事業を進めていくということになったわけで

すけれども、区画整理この間進めてきて、その中で確認書を改めて交わしたわけですが、計画ど

おり来る中で確認する上で何か変更点とか、課題等があったのかどうなのか、お聞きしたいなと

思います。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 鈴木都市計画課長。 

都市計画課長（鈴木 雅貴君） 

 都市計画課、鈴木です。 

 過年度におきましては、清須市と稲沢市においては書面を交わしておりましたが、具体的なラ

ウンドアバウトも含めてですが、整備の方針、形態が固まったことを受けまして今回５者で結ん

だという形でございます。 

 変わった点といいますか、より具体的にですね、どうやって整備していくかというところが記

載されておりまして、当然面積等で負担は負担割合というのも負担はいただくという各団体から

負担をいただくという形にはなるんですけども、例えば県道部、例えば清須市のほうがですね、

主体的にここの整備をやっていくという形になると思うんですが、その際も当然県、県道、県の

管理部分についてはですね、県、愛知県が積極的に、例えばガス、水道などの占用者ですね、そ

ういったところに対して積極的に調整を行っていただいたりとかですね、この事業全体に対して

各５者がですね、協力を行っていくということをより細かく決めたというような内容が大きな内

容、内容の説明でございます。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 環状交差点になると冒頭言いましたが、土地も一定数、広い土地が必要になるということ等も

含めてですね、区画整理の方ともお話合いもされてきて、負担も変わってきたと思うわけであり

ます。これで今年度のですね、予算の中でも出ておったんですけれども、道路整備事業負担金と

いうことで７，５００万ということで出ておりましたが、これ主要施策のものを見ると区画整理

と街路費いろいろ書かれておるわけであります。 

 それで、例えば区画整理のところを見ると、大きな額が書かれておりますし、それから街路費

のところでは、清洲駅前線整備に係る土地鑑定評価事業などを行うということで、これほかの枇

杷島とかいろんなところと兼ね合いの部分で、予算ということで上がってきてます。 

 今、４分割すると、それぞれのところが事業負担していくということでありますが、例えば稲

沢市の予算を見ると、ここんところが清洲駅前広場費ということで、物件や用地や土地のとこで

２，１００万円だよということを細かくというか、限定して上がっとったんですが、ここではど

ういう形になるんですか。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 鈴木都市計画課長。 

都市計画課長（鈴木 雅貴君） 

 都市計画課、鈴木です。 

 稲沢の予算の内容でよろしいですか。 

加藤 光則委員 

 いや、これに比べて清須市がこの緑が出とったから、今度水色の部分で見ると、うちの予算だ

とばくっと全体で出とるもんですから、そこはどういうふうになるか。 

都市計画課長（鈴木 雅貴君） 

 失礼しました。 

 水色の部分、清須市のほうにおきましては、本年度はここの工事内容としましては、今年度ま

でにですね、この地域のこの区域の範囲におきまして、埋蔵文化財ですね、埋蔵文化財の調査ま

ではやっていきたいというふうに組合とも話しておるというところでございます。 

 ちょっと関連しまして、この駅広を行うには、駅広整備していくに当たりましてですね、当然、

区画整理の区域が西側になるんですけど、いわゆるこの色でいうと黄色とか、緑色の部分になり

ますが、この辺りのとこは当然、区画整理区域外で稲沢市の市民の方の御協力を非常にいただか

なければいけませんので、今年度は夏頃ですね、稲沢市と調整しておりますが、今説明会、稲沢



－10－ 

市のこの地域の方に対して説明会を行う予定でおります。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 課長さんが言われたのはよう分かりました。 

 例えて言うと、もう一回言うと清須市の予算の中では、街路費の中に清洲駅前整備に係る土地

鑑定評価を行うということを書かれておって、その他ア、イの部分でいろいろなところがばくっ

と書いてあるもんですから、それからもう一つは、清洲駅前土地区画整理費というところでもま

たいろいろ事業のやつが出てきとるもんですから、そのことで稲沢市の場合は駅前広場の物件業

務と用地測量と土地評価ということで、きちっと分けて出とったもんですから、その辺どういう

ふうに整理したらいいかなということでお聞きしました。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 鈴木都市計画課長。 

都市計画課長（鈴木 雅貴君） 

 都市計画課、鈴木です。 

 街路管理費にございます土地鑑定評価につきましては、ここの駅前広場ではなくてですね、駅

前区画整理の事業区域の東側ですね、ちょうど旧２２号の向かっていく、先線の部分ですね、こ

の辺りにつきまして、本市のほうが愛知県から負担金を頂きまして土地の評価を行うという予定

をしております。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 冒頭言いましたが、どんどん県の事業もね、２４年から３０年ということで事業評価計画も出

されておりますので、しっかりですね、５者の協議ということでありますので、５者の協議の中

でも稲沢市も入ってますが、清須市が中心にならざるを得んところがあると思いますので、しっ

かり連携しながらですね、住民の皆さんがここを利用する当初の目的である交通のですね、事故

の対策の推進という課題もありますので、取り組んでいただきますよう自転車置場が向こうにな
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るということはちょっと心配な部分がありますので、動線もしっかり考えていただいて交通量が

当初の、あそこ毎日朝立ってもらうとすごい走ってくんですよね。いろいろ整理される中で交通

の予測もされた中で、今回こういう環状交差点にされたということでありますので、その全体が

できるまでがいろいろ、超えないかんハードルというか、対策が必要になると思います。しっか

りやっていただくようお願いしておきます。 

 以上です。 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 ほかに御質問あれば。 

 よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 それでは以上で質疑を終了し、議案第３７号、市道路線の認定について採決を行います。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 全員賛成でございます。よって議案第３７号、市道路線の認定については、原案のとおり可決

すべきと決しました。 

 以上で、建設文教常任委員会に付託されました議案についての審査は終了しました。 

 なお、従来どおり、常任委員会の閉会中の継続審査を議長に申し出ることに御異議ございませ

んでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 御異議はございませんので、閉会中の継続審査の申出を議長に提出します。 

 また、委員長報告につきましては、委員長に一任していただくことに御異議ございませんでし

ょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

建設文教常任委員会委員長（松岡 繁知君） 

 御異議はございませんでしたので、そのように決定します。 

 これをもちまして、建設文教常任委員会を閉会いたします。 



－12－ 

 早朝よりお疲れさまでした。 

（ 時に午前 ９時５３分 閉会 ） 
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